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トピックス
SUKUMO TOPICSプレミアム付商品券事業

　消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を
喚起するため、次の方を対象に 25% のプレミアムが付く商品券を発行します。プレミアム付商品券は、購
入対象者 1 名につき最大 2 万 5,000 円分（販売価格 2 万円）購入でき、使用期間は令和元年 10 月から令
和 2 年 3 月上旬までを予定しています。子育て世代の方は、申請は不要ですが、住民税非課税の方につい
ては、申請が必要となります。対象の方に対しては個別での通知を行います。個別通知の発送は、7 月中旬
を予定しています。また、商品券取扱店舗の募集については、8 月から宿毛商工会議所が行う予定です。

 問 商工観光課　☎︎ 63-1119

 問 総務課　☎︎ 63-0948

宿毛東団地分譲地にハッピーマイホーム

　宿毛市では、宿毛東団地の宅地分譲を行っています。
　東団地は、南海地震における津波浸水想定区域外であり、また、高規格道路「中村宿毛道路」平田ＩＣ
に近いため、四万十市街地、宿毛市街地どちらに向かうにも便利です。

対象者 ①から④のいずれか、かつ⑤を満たす方
①宿毛市に移住予定の方
②移住して１年以内の方
③市外に１年以上かつ５年未満の期間住民票に記載

されている方で、今後宿毛市に転入する予定の方
④市内在住で、中学生以下の子どもまたは妊婦がい

る世帯の方
⑤宅地取得日に市町村税に滞納がないこと
※①・②の移住とは、5 年以上市外に住民登録され

ていた方が、転入することをいいます。

補助対象住宅等

建築面積が 50 平方メートル以上の住宅。ただし、
事務所、店舗その他これらに類する用途に供するも
のにあっては、その延べ床面積のうち 2 分の 1 以上
を居住の用に供する住宅。
宅地取得日より起算し、3 年以内に住宅等の建築が
終了すること。

補助金額 50 万円～ 150 万円

分譲条件

●自ら居住する住宅、または店舗兼併用住宅を建築
しなければいけません。

●所有権移転登記完了後 5 年間は、第三者に対し
売ったり貸したりはできません。

所在地 平田町東平　
区  画 20 区画（令和元年 6 月 1 日現在）
面  積 219㎡～ 397㎡　
売却価格 544 万円～ 1,269 万円

　宿毛東団地の宅地を取得した方が住宅等を建築する際、次の要件を満たす場合に補助金を交付します。

今なら補助金が出ます

利便性が良く津波の心配も少ない地域ですメリット１

メリット 2

購入対象者  宿毛市に住所を有し、次の①または②に該当する方
 ①令和元年度住民税非課税者（課税基準日平成 31 年 1 月 1 日）
　　（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く）
 ②平成 28 年 4 月 2 日～令和元年 9 月 30 日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主
※商品券の購入方法等、詳細な情報につきましては決定次第「広報すくも」や宿毛市ホームページ等でお

知らせします。


